
区分

固定資産使用料 光熱水料等（夏） 計 固定資産使用料 光熱水料等（冬） 計

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｄ Ｅ

室名 Ａ＋Ｂ Ａ＋Ｄ

円 円 円 円 円 円

大会議室 1,400 520 1,920 1,400 1,050 2,450

第一小会議室 310 150 460 310 280 590

第二小会議室 310 150 460 310 280 590

第三小会議室 340 170 510 340 310 650

食堂 940 350 1,290 940 690 1,630

夏期使用料 冬期使用料

２．冬期使用料は，１１月１日から翌年４月３０日までの期間適用する。

第三 使用料は，原則として前納とする。

備考

１．使用料は，１時間当りの料金とする。

第一 この料金表は，国立大学法人北海道大学百年記念会館規程（昭和５３年２月１３日付け海大達第７号）第５条第１項

（平成２１年４月1日改定）

国立大学法人北海道大学百年記念会館使用料金表

第二 会館の使用料は次のとおりとする。

の規定に基づき，国立大学法人北海道大学百年記念会館（以下「会館」という。）の使用料を定めたものである。


